
千円

千円

単位:千円

           一般財源

国・都
支出金

区債 その他
うち

地方消費税交付金
（消費税増収分）

社会福祉総務費 9,755,774 6,683,539 0 7,254 3,064,981

障がい福祉費 20,419,594 13,209,429 0 572 7,209,593

社会福祉施設費 3,237,892 92,106 0 1,425,941 1,719,845

高齢福祉総務費 16,711,293 1,897,244 0 321,440 14,492,609

高齢福祉施設費 850,678 11,389 0 12,986 826,303

児童福祉総務費 7,345,040 1,451,580 0 183,899 5,709,561

児童福祉事業費 38,803,694 24,587,493 0 699,829 13,516,372

子ども家庭総合支援費 2,610,014 1,138,423 0 16,094 1,455,497

児童福祉施設費 2,893,423 83,823 0 308,717 2,500,883

児童福祉施設建設費 0 0 0 0 0

生活保護費 36,299,378 27,317,054 0 386,381 8,595,943

小　計 138,926,780 76,472,080 0 3,363,113 59,091,587

保健所総務費 383,412 88,281 0 9,184 285,947

母子保健費 1,542,021 1,095,271 0 0 446,750

予防費 4,475,647 452,197 0 643,381 3,380,069

小　計 6,401,080 1,635,749 0 652,565 4,112,766

145,327,860 78,107,829 0 4,015,678 63,204,353 9,401,000

令和７年度一般会計予算における地方消費税交付金が
充てられる社会保障施策に要する経費について

　平成26年4月1日から消費税率が5％から8％へ、令和元年10月1日から8％から10％へと引き上げられたことに伴う地方消費税
交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされました。
　板橋区の令和７年度一般会計予算における社会保障施策関連経費への充当状況は以下のとおりです。

【　歳　入　】　地方消費税交付金（消費税増収分）　 9,401,000

【　歳　出　】　社会保障施策に要する経費　 145,327,860

保健衛生
611,732

合　　計

※上記予算額には、事務費、職員人件費（サービスに直接従事しない職員分）は含まれておりません。

項　　目
令和７年度
当初予算額

財源内訳

特定財源

社会福祉

社会保険

8,789,268


